
ベネフルカード会員規約新旧対照表（変更の条項のみ抜粋） 

現行 改定後 

第２４条（カードショッピング利用代金の支払区分） 

１．（１）～（２）（略） 

（３）分割払い、ボーナス併用分割払い 

①会員等は､分割払いを指定した場合､当該ショッピング利用代金に会員等の指定した支払回数に

応じた当社所定の分割払手数料を加算するものとします。月々の分割支払金は、当該カードショ

ッピング利用代金及び分割払手数料をそれぞれ会員等が指定した支払回数で除した金額を合算

した金額を各約定支払日に支払うものとします。ただし、月々の分割支払金の単位は１円とし、

端数が発生した場合は初回に算入するものとします。 

支払回数、支払期間、実質年率は下表のとおりとなります。（ただし、加盟店契約において下表以外

の支払回数でご利用できる場合があります。その場合、当社所定の分割払手数料が加算されます。） 

支払回数 3 回 5 回 6 回 10 回 12 回 15 回 18 回 20 回 24 回 30 回 

支払期間（ヶ月） 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 

実質年率（％） 14.70 16.25 16.68 17.51 17.69 17.84 17.89 17.90 17.88 17.78 

利用代金 100 円 

当りの分割払手数料の額（円） 

 

2.46 

 

4.10 

 

4.92 

 

8.20 

 

9.84 

 

12.30 

 

14.76 

 

16.40 

 

19.68 

 

24.60 

 

支払総額の具体的算定例 

[利用代金 100,000円、10回払いの場合] 

●分割払手数料 100,000円×（8.20円/100円）＝8,200円 

●支払総額  100,000円＋8,200円＝108,200円 

●分割支払金 (100,000円÷10回)＋(8,200円÷10回)＝10,820円 

第２４条（カードショッピング利用代金の支払区分） 

１．（１）～（２）（略） 

（３）分割払い、ボーナス併用分割払い 

①会員等は､分割払いを指定した場合､当該ショッピング利用代金に会員等の指定した支払回数に

応じた当社所定の分割払手数料を加算するものとします。月々の分割支払金は、当該カードショ

ッピング利用代金に分割払手数料を加算した金額を会員等が指定した支払回数で除した金額を

各約定支払日に支払うものとします。ただし、月々の分割支払金の単位は１円とし、端数が発生

した場合は初回に算入するものとします。 

支払回数、支払期間、実質年率は下表のとおりとなります。（ただし、加盟店契約において下表以外

の支払回数でご利用できる場合があります。その場合、当社所定の分割払手数料が加算されます。） 

支払回数 3 回 5 回 6 回 10 回 12 回 15 回 18 回 20 回 24 回 30 回 

支払期間（ヶ月） 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 

実質年率（％） 14.70 16.25 16.68 17.51 17.69 17.84 17.89 17.90 17.88 17.78 

利用代金 100 円 

当りの分割払手数料の額（円） 

 

2.46 

 

4.10 

 

4.92 

 

8.20 

 

9.84 

 

12.30 

 

14.76 

 

16.40 

 

19.68 

 

24.60 

 

支払総額の具体的算定例 

[利用代金 100,000円、10回払いの場合] 

●分割払手数料 100,000円×（8.20円/100円）＝8,200円 

●支払総額  100,000円＋8,200円＝108,200円 

●分割支払金 (100,000円＋8,200円)÷10＝10,820円 

  以上 


